
〔参　考6〕
老人保護措置費の国庫負担（費用徴収基準）の

取扱い細則について

昭和63年5月27日　社老第75号

厚生省社会局老人福祉課長

老人保護措置費の国庫負担（費用徴収基準）につ

いては，「老人保護措置費の国庫負担について」（昭

和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通

知。以下「次官通知」という。）及び「老人保護措

置費の国庫負担（費用徴収基準）の取扱いについ

て」（昭和61年6月12日社老第70号厚生省社会局長

通知。以下「局長通知」という。）により行われて

いるところであるが，その取扱いの細則について下

記のとおりとすることとしたので留意されたい。

なお，本通知の施行期日は昭和63年7月1日から

施行する。また，本通知の施行に伴い昭和61年6月

12日社老第71号老人福祉課長通知は廃止する。

記

第1．次官通知関連

1．3人部屋以上の部屋に係る減額措置について

（別表1－注2）

養護老人ホームの3入部屋以上の部屋の入居者

に係る減額措置については，月の中途で部屋替え

があった場合には，その翌月から減額率の変更を

行う。

2．同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義

務者となる場合について（別表2－注3）同一の

者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者とな

る場合には，最初に措置された者に着目して費用

徴収基準月額を決定する。

3．主たる扶養義務者が，既に他の社会福祉施設の

被措置者の扶養義務者として費用徴収されている

場合には，本制度による費用徴収額は，次により
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算定された額とする。

費用徴収額＝別表2により算定した費用徴収額

・他の制度による費用徴収額（100円未満切捨

て。ただし，費用徴収額が1,000円未満の場合は

徴収しない。）

4．当分の間の暫定措置について（別表1備考）

当分の間の暫定措置については，次のように取

扱う。

（1）被措置者に係る階層区分は，対象収入に応じ

て1－39階層の階層区分で決定するものであ

る。

（2）養護老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居

者に係る暫定措置の適用については「70，000

円」は「70，000×（1－減額率）」とする。

（3）養護委託については，養護老人ホームの暫定

措置を準用するものとする。

5．その他

（1）被措置者が死亡した場合の被措置者又はその

主たる扶養義務者からの徴収金は，死亡した日

までの日割により計算する。

なお，被措置者に係る徴収金の納入告知等

は，その相続人に対して行う。

（2）主たる扶養義務者が死亡した場合の徴収金の

取扱いについては，（1）と同様に行うこととす

る。

（3）徴収金の額の決定に誤りがあった場合につい

ては，変更すべき月に遡及して徴収額の変更決

定を行う。ただし，被措置者又はその主たる扶

養義務者については，次のように取扱うことが

できる。



老人保護措置費の国庫負担（費用徴収基準）の取扱い細則について

ア．誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額

が高い場合

誤認を発見した日の属する月の翌月初日を

もって徴収額の変更決定を行う。ただし，明

らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の

責に帰すべき事由により徴収額を誤って決定

した場合には変更すべき月に遡及して徴収額

の変更を行う。

イ．誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額

が低い場合

変更すべき月に遡及して徴収額の変更決定

を行う。既に納付済の徴収金があるときは，

その差額分を返還（還付又は充当）する。

（4）主たる扶養義務者の前年分の所得税の課税状

況をは握するにあたって，1月ないし3月の間

においては，その状況が不明である場合もある

ので，前々年分の課税状況により階層を決定す

るものとする。

第2．局長通知関連

1．対象収入について

（1）「前年」の対象収入の取扱い

前年の対象収入をは握するにあたって，1月

ないし3月の間においては，その状況が不明で

ある場合もあるので，前々年分の対象により階

層を決定するものとする。

（2）年度中途で収入や必要経費に著しい変動があ

った場合の取扱い

ア．前年に比して収入が減少したり不時のやむ

を得ざる支出が必要になる等の事情により被

措置者の負担能力に著しい変動が生じ，費用

負担が困難となると福祉事務所長が認めると

きは，その事情の生じた時点を含む年におけ

る年間収入又は必要経費を推定しこれにより

求めた対象収入に基づき階層区分の変更を決

定することができる。

イ．この階層区分の変更は，例外措置であるの

で原則として，被措置者からの申立てにより

行うこととするが，被措置者が生活保護法に

よる医療扶助を受ける等明らかに階層区分の

変更が必要と認められる場合には申立ての有

無にかかわらず変更決定を行うこととする。
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ウ．申立てがあったときは，書類に所要事項を

記載してもらいその妥当性を判断して決定す

る。

なお，収入が減少した場合に必要経費につ

いてその年の推定を行う必要はなく，また，

必要経費が増加した場合に収入をその年の推

定額におきなおさなければならないものでは

ない。

エ．階層区分の変更は，変更が必要と認められ

る月（その月分を納入済のときは，その翌

月）から行うこととする。

なお，入院により多額の医療費を必要とす

る場合には，入院した月については従前の階

層区分で日割計算により徴収を行い，入院期

間中は徴収せず，退院時において，階層区分

の見直しを行う等の取扱いをしてさしつかえ

ない。

オ．ア～エの取扱いは，主たる扶養義務者につ

いても同様とする。

（3）収入として認定するものの扱い

ア．年金，恩給等の収入

（ア）　年金，恩給等の収入には，公的給付であ

るか私的給付であるかを問わず，被措置者

が受給権を有する定期的な給付は，「収入

として認定しないもの」を除き，すべて含

まれる。

したがって，労働者災害補償保険（休業

補償給付，障害補償年金等），企業退職年

金，私的終身年金保険，入所前の勤労所得

（給与所得の金額を収入として認定す

る。），雇用保険（失業給付の基本手当）等

は，これに該当する。

なお，老人保護措置費に係る「加算の特

例」等の年金給付に代替して支給される性

格の給付もこれに該当する取扱いとする。

（イ）年金，恩給等の収入の収入とすべき時期

は，その年金，恩給等の支給の基礎となる

法令，契約，規程等により定められた支給

日とする。

なお，さかのほって年金，恩給等の受給

権が生じ，1年分を超える年金，恩給等を

受給したときは，1年分のみを収入として

認定する。



（ウ）外貨により支払われる年金等の邦貨換算

は，所得税における取扱いに準じて，原則

として支給日の相場により行う。

イ．その他の収入

（ア）その他の収入には，譲渡所得，山林所

得，一時所得（生命保険契約に基づく一時

金，満期返戻金等）が該当するが，この場

合の「課税標準として把握された所得の金

額」とは，所得税法第22条第1項に規定す

る総所得金額，山林所得金額等のうちこれ

らの所得に係るものをいう。

なお，分離課税される譲渡所得について

は，租税特別措置法第31条第1項に規定す

る長期譲渡所得の金額又は同法第32条第1

項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。

（イ）相続，遺贈又は個人からの贈与による所

得については，相続税又は贈与税の課税価

格を収入として認定する。

（4）必要経費の取扱い

ア．所得税，住民税等の租税

例示されている租税以外の必要経費として

認められる租税には，相続税，贈与税が該当

し，その他の租税は福祉事務所長が特別の事

情があると認めた場合について該当する取扱

いとする。

イ．社会保険料又はこれに準ずるもの

ア　社会保険料とは，国民健康保険の保険

料，国民健康保険税等，所得税法第74条第

2項に規定するものをいう。

（ィ）社会保険料に準ずるものには，所得税法

において小規模企業共済掛金控除として，

控除が認められる心身障害者扶養共済制度

の掛金が該当する。

ウ．医療費

（ア）医療費の範囲は，所得税法において医療

費控除の対象となる医療費の範囲に準じて

取扱う。

したがって，通院費，あん摩，マッサー

ジ，指圧師，はり師，きゅう師による施術

費は医療費に含まれるが，疾病の予防又は

健康の増進のために供される医薬品の購入

費は医療費に該当しない。

（イ）医療費は，支払った医療費の総額から保

険金等で補てんされる金額を控除した額の

全額について，必要経費として認められる

ものであり，所得税法における控除額の取

扱いと異なるものである。

（ウ）医療費の額の算定に当たって医療費を補

てんする保険金等の額が確定していない場

合には，当該保険金等の見込額に基づいて

行うものとする。

この場合において後日，当該保険金等の

見込額が当該確定額と異なることとなった

ときは，その判明した日の属する月の翌月

初日をもって変更決定を行う。

なお，その際の差額の取扱いについては

第1の5の（3）によるものとする。

エ．配偶者等に対する仕送りのための費用

（ア）配偶者その他の親族の範囲は，原則とし

て配偶者（婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）又は民法に定める扶養義務者とする

が，特別の事情がある場合には，民法第

725条に規定する親族までとすることがで

きる。

（イ）仕送りのための費用については，その地

域における標準的な生計費を参考として，

福祉事務所長が設ける限度額から仕送りを

受ける配偶者等の収入を控除した額の範囲

内においてその実際の仕送り額を特別の必

要経費として認める。

なお，この限度額の決定は福祉事務所長

の判断により行うものであるが，努めてそ

の算定の基本的な考え方を都道府県単位で

統一するものとする。

（ウ）配偶者等が養護老人ホーム又は特別養護

老人ホームに入所している場合における標

準的な生計費は，いわゆる個別的日常費に

相当する額とし，軽費老人ホームに入所し

ている場合には個別的日常費に相当する額

に軽費老人ホーム利用料を加えた額として

取扱うものとする。

(エ)被措置者の仕送りにより生計を維持され

ている配偶者等の租税，社会保険料，医療

費は，仕送りのための費用とは別に，それ

ぞれ租税，社会保険料，医療費として必要
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軽費と認める。

オ．やむを得ない事情による借金の返済

やむを得ない事情による借金の返済として

は，原則として入所前の被措置者本人に係る

借金であって，やむを得ない事情によるもの

の返済（住宅ローンの返済，世帯更生資金の

返済等）の場合に限り認められるものである

が，入所後において配偶者が被措置者の仕送

りにより生計を維持されている場合であっ

て，医療費等不意に支出せざるをえない状況

のもとにおいて，借金をしている場合の返済

についても同様の取扱いをしてさしつかえな

い。

カ．その他の必要軽費

（ア）必要軽費には，被措置者の意志により任

意に負担するもの

例えば，交際費，見舞金，法事，墓参り

のための費用，墓の建設．管理に必要な費

用，寄付金等の費用は該当しない。老人ホ

ーム入所前の生活費，軽費老人ホーム利用

料等，入所により支出する必要のなくなる

費用も同様とする。

（イ）離婚に伴う慰謝料の支払は，必要経費と

して認めることができる。

（ウ）生命保険料は原則として必要経費に該当

しない。

しかしながら，入所前から継続している

ものであって，継続しないことにより解約

返戻金等について著しい不利益をうけるも

のについては，必要経費として認めること

ができる。

（エ）住宅維持費（損害保険料を含む。）は，

原則として必要経費に該当しない。

しかしながら，入所前に自己の居住の用

に供していた住宅で居住する者がなく，ま

た賃貸も困難な場合には，通常必要とされ

る住宅維持費を必要経費として認めること

ができる。

（オ）必要経費の認定は福祉事務所長が行う

が，その認定の際領収証等のないものにつ

いては，施設長の証明によってさしつかえ

ない。

2．主たる扶養義務者について

（1）世帯とは，社会生活上現に家計を共同して消

費生活を営んでいると認められるひとつの単位

をいい，世帯の認定については，生活保護法の

取扱いに準じて行うものとする。なお，養護老

人ホームへの入所措置にあたり，いわゆる世帯

分離の取扱いをした場合であっても，これは入

所要件に関する便宜的な取扱いであり，別世帯

として認めることはないので，あくまでも同一

世帯であることには変更がないものである。

（2）養子は，縁組の日から養親の嫡出子たる身分

を取得し，養親等の扶養義務者となるが，実親

及びその親族との間には何等の影響を及ぼさ

ず，その扶養義務者としての地位は失われるも

のではない。

（3）主たる扶養義務者に関する事実認定は，福祉

事務所長の判断により行うものである。

3．その他

主たる扶養義務者の認定等に関する取扱いについ

  て著しい不合理が生じる特別の事情がある場合に  

  は，福祉事務所長の判断により適当な措置をとるこ

  とができるものとする。
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